
第 61 回豊島区住宅対策審議会 次第 

■令和 3年 3月 26日（金）午前 10時
■本庁舎 8階 議員協議会室

＜議  題＞

住宅施策の進捗状況について

 １．住宅セーフティネット制度の現状と来年度の方向性

 ２．住宅相談業務の保健福祉部への移管について

 ３．「東京におけるマンションの適正管理の促進に関する条例」に基づく

管理状況届出制度の現状について

 ４．地域貢献型空き家利活用事業による空き家の活用事例について

 ５．令和 3年度の主要な取り組みについて

 （１）良質な民間ストックの供給促進について

 （２）区営住宅等の長寿命化について

＜事前資料＞

○ 委 員 名 簿

○ 資 料 １ 住宅マスタープラン進行管理 総括表

        住宅マスタープラン進行管理 分野別シート

〇 報 告 １ 豊島区の住宅セーフティネット制度の現状と来年度の方向性

〇 報 告 ２ 地域貢献型空き家利活用事業による空き家の活用事例

について

〇 報 告 ３ 「東京におけるマンションの適正管理の促進に関する条例」

に基づく管理状況届出制度の現状について



〇 参 考 資 料 住宅マスタープラン進行管理のためのデータ集

〇 参 考 資 料 【豊島区】住宅相談業務の保健福祉部への移管について

＜机上配付資料＞

〇 参 考 資 料 良質な民間ストックの供給促進について

〇 参 考 資 料 区営住宅等の長寿命化について



区　分 役　職 氏　名 備　考

委　　員 小林　秀樹

委　　員 定行　まり子

委　　員 加藤　仁美

委　　員 佐々木　　誠

委　　員 篠原　みち子

委　　員 関　和則

委　　員 小池　武次

委　　員 広瀬　達雄

委　　員 寺田　晃弘

委　　員 磯　　一昭 自民党豊島区議団

委　　員 石橋　正史 自民党豊島区議団

委　　員 高橋　佳代子 公明党

委　　員 里中　郁男
都民ファーストの
会・民主

委　　員 儀武　さとる 日本共産党

委　　員 ふるぼう　知生 無所属の会

委　　員 上野　洋太郎

委　　員 木川　るり子

委　　員 栗林　知絵子

委　　員 戸田　汎

委　　員 松岡　昭男

日本女子大学家政学部住居学科教授

日本工業大学建築学部建築学科教授

　　任期　令和元年6月7日～令和３年6月6日
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基準値

7.1%
（H29年度）

9.2%
（R2年度）

〇
向上

ファミリー世帯の構成割合
向上

19.9%
（H29年度）

19.7%
（R元年度） 低下

子育て世代の区内定住率
向上

70.0%
（H29年度）

70.3%
（R元年度）

〇
向上

高齢者のための設備がある住宅の割合
向上

44.0%
（H25年）

40.0%
（H30年） 低下

一定のバリアフリー化を行っている高齢者
世帯の割合

向上

41.5%
（H25年）

40.0%
（H30年） 低下

住宅相談に来庁した区民のうち、住宅問題
が解消した区民の割合

向上

9.3%
（H29年度）

1.6%
（R3年2月末時点） 低下

最低居住面積水準未満世帯の割合
解消

20.8%
（H25年）

19.1%
（H30年）

〇
減少

10.8%
（H29年度）

13.6%
（R2年度）

〇
向上

住戸面積50㎡以上の住宅ストックの割合
向上

46.0%
（H25年）

敷地面積65㎡以下の一戸建・長屋建住宅
の割合 減少

58.7%
（H25年）

マンション管理状況届出書の届出率
向上

67.8%
（H29年度）

73.5%
（R3年2月末時点）

〇
向上

25年以上の長期修繕計画を作成している
マンションの割合 向上

37.9%
（H29年度）

40.3%
（R3年2月末時点）

〇
向上

３．住宅市場の活性
化

住宅取得における中古住宅購入の割合
向上

15.9%
（H25年）

23.2%
（H30年）

〇
向上

４．空き家ストックの
総合対策

空き家率（居住世帯のない住宅の割合）
減少

15.8%
（H25年）

13.3%
（H30年）

〇
減少

24.8%
（H29年度）

34.7%
（R2年度）

〇
向上

不燃領域率
向上

62.6%
（H29年度）

63.7%
（R元年度）

〇
向上

住宅の耐震化率
向上

89.0%
（H29年度）

90.0%
（R元年度）

〇
向上

マンション管理状況届出書の届出をしてい
る分譲マンションの町会加入率

向上

72.0%
（H29年度）

66.2%
（R3年2月末時点） 低下

一定の省エネ対策を講じた住宅ストックの
比率

向上

19.9%
（H25年）

16.6%
（H30年） 低下

向上・解消・減少〇 11
低下 6

集計中 2
合計 19

集計中

集計中

２．適切な維持管理
による住宅の質の
持続

住宅マスタープラン進行管理　総括表

区民の意識と成果指標 現状値

基
本
目
標
１

「地域に住み続けるための住宅制度が充実している」と回答をする区民
の割合

１．子育て世帯の安
心居住の推進

２．高齢社会に対応
した居住の安定確
保

３．住宅セーフティ
ネット機能の充実に
よる居住の安定

基
本
目
標
３

「地域特性に合わせたまちづくりが進み、快適な街並みが生まれてい
る」と回答をする区民の割合

１．安全・安心な住
宅・住環境の形成

２．魅力ある住宅・
住環境の形成

基
本
目
標
２

「単身向け、ファミリー向けなど、良質な住宅がバランスよく供給されて
いる」と回答をする区民の割合

１．良質な民間住宅
の形成誘導

資料 １
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住宅マスタープラン進行管理　分野別シート

【基本目標１】住み慣れた地域で暮らし続けられる住まいづくり

現状値 （参考）

向上 低下

向上 向上

0戸

123世帯 144世帯

★居住支援法人との連携
令和3年1月、居住支援法人 特定非営利活動法人豊島子どもWAKUWAKUネットワークが開催したセミナー、「空き家
を利用して町中に『子ども部屋』を増やしませんか？」に参加。大家やオーナー等に向け、豊島区における空き家を活
用した子育て支援について、講演を行った。
今後も引続き、居住支援サービスを提供する居住支援法人と区が積極的に連携することで、物件オーナーの不安を
軽減し、要配慮者が円滑に民間賃貸住宅に入居できるよう後押ししていく施策を検討していく。
【令和2年度】
居住支援法人主催セミナーに参加　1回 （特定非営利活動法人豊島子どもWAKUWAKUネットワーク主催）

■東京都子育て支援住宅の供給
令和2年度、東京都が事業者の行う申請手続の簡素化を図ったため、豊島区も同様の内容に要綱を改正した。東京
都子育て支援住宅は、ファミリー世帯向けの良質な住宅ストックの増加に直接貢献するものであることから、東京都と
ともに、認定を受けることのメリットなどを事業者に適切に情報提供を行うことによって、今後も引き続き、建設を誘導
していく。
【令和2年度】
手続きの簡素化を図るため、要綱を改正。

■子育てファミリー世帯家賃助成の利用促進
引き続き、子育てファミリー世帯家賃助成は、広報・ホームページなどに加え、関係部署や不動産会社などにも幅広く
情報提供を行うことで、子育てファミリー世帯の利用を促進し、良質な住宅への住み替えの誘導、定住化を図ってい
く。

66戸
（R3年2月末時点）

151世帯
（R3年2月末時点）

取組み
方針

成果
指標

参考
H30年度

参考
R元年度

基準値

19.9%
（H29年度）

70.0%
（H29年度）

１　子育て世帯の安心居住の推進

ファミリー世帯の構成割合
　　　　　　　　　　　　【住宅課】

子育て世代の区内定住率
　　　　　　　　　　　　【池袋保健所】

現状値
R2年度

66戸

【ファミリー世帯数】
（１）H29年度
総世帯数：177,671件
ファミリー世帯数：35,388件

（２）R元年度
総世帯数： 180,595件
ファミリ―世帯数：35,581件

19.7%
（R元年度）

70.3%
（R元年度）

今年度の
取り組みな
ど

子育てファミリー世
帯家賃助成世帯数

同居・近居支援の検
討状況

【検討中】

活動指標
(事業実績)

東京都子育て支援
住宅供給戸数（累
計）

基準値
H29年度

内容

■子育てファミリー向けの良質な住
宅ストック（50㎡以上）の供給促進を
図るため、都が認定する「子育て支
援住宅」に対し、区が200万円を上限
に建設費の補助を行う。

0戸

■転入・転居する子育てファミリー世
帯が良質な賃貸住宅に住み替え、居
住環境の改善を図るため、家賃助成
を実施する。

124世帯
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住宅マスタープラン進行管理　分野別シート

【基本目標１】住み慣れた地域で暮らし続けられる住まいづくり

向上 低下

向上 低下

15件
（R3年2月末時点）

85世帯
（R3年2月末時点）

２　高齢社会に対応した居住の安定確保

★ケア付き住まいの供給促進
令和2年度、サービス付き高齢者向け住宅の供給に関する相談が1件あり、区補助制度等の概要についての説明を
行った。今後も引き続き、国や東京都と連携を図りながら、事業者に対する補助制度などの情報提供を進めることに
よって、区内での供給促進を図っていく。
【令和2年度】
サービス付き高齢者向け住宅の供給に関する相談　1件

■高齢者世帯等住み替え家賃助成の利用促進
令和元年度に、助成期間を5年間から7年間に延長（高齢者・障害者世帯）したことから、家賃助成継続者の増加に繋
がり、住み慣れた地域での居住の安定につながっている。今後も広報・ホームページなどに加え、関係部署や不動産
会社などにも幅広く情報提供を行うことで、高齢者等の居住の安定を図っていく。

■高齢者等入居支援
令和2年度では、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、居住支援法人の活用など他機関との連携を加えなが
ら、要配慮者の住宅確保の支援を行った。

■多様な住まい方の普及促進
秩父市との交流事業の実施や、11月に開催した公民連携事業であるイケビズフェスタでは移住相談窓口を設置した。
【令和2年度】
移住相談：7件

現状値
R2年度

249戸
（R3年2月末時点）

情報提供
284件

同行サービス

24件
（R3年2月末時点）

9件
（R3年1月末時点）

501件
（R3年1月末時点）

■取り壊しなどの理由により、現在
の住宅に住み続けることが困難な高
齢者等の居住の安定を図るため、住
み替え後の家賃の一部の補助を行
う。

5件

56世帯

5件

72世帯

■社会的弱者の居住の安定と住宅
の適切なメンテナンスを図るため、住
宅の修繕工事及びリフォーム工事の
改修費の一部に対して補助を行う
（修繕10万円上限、リフォーム20万
円上限）。

8件

今年度の
取り組みな
ど

高齢者等入居支援
件数

高齢者自立支援住
宅改修助成件数活動指標

(事業実績)

ケア付き住まいの供
給戸数（累計）

介護保険による住
宅改修費助成件数

住宅修繕・リフォー
ム資金助成件数

高齢者世帯等住み
替え家賃助成世帯
数

項目

取組み
方針

基準値

成果
指標

高齢者のための設備がある住宅の
割合
　【住宅・土地統計調査】

44.0%
（H25年）

一定のバリアフリー化を行っている
高齢者世帯の割合 【住宅・土地統
計調査】

41.5%
（H25年）

現状値

情報提供
152件
同行サービ

ス

69件

12件

898件

40.0%
（H30年）

40.0%
（H30年）

171戸

内容

■サービス付き高齢者向け住宅や
高齢者向け優良賃貸住宅に対する、
建設費や入居者の家賃低廉化の補
助（月額4万円上限）を行い供給を促
進する。

■高齢者等の居住の安定を図るた
め、不動産協力店の情報提供や、不
動産店等への同行サービスを行うこ
とで、要配慮者の住宅確保の支援を
行う。

■バリアフリー化された住宅の普及
を図るため、段差解消や手すりの取
り付けに係る改修費の一部に対して
補助を行う（各工事20万円上限）。

77世帯

参考
R元年度

249戸

情報提供
344件
同行サービ

ス

118件

13件

797件

参考
H30年度

171戸

情報提供
212件
同行サービ

ス

87件

13件

845件

基準値
H29年度
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住宅マスタープラン進行管理　分野別シート

【基本目標１】住み慣れた地域で暮らし続けられる住まいづくり

現状値 （参考）

向上 低下

解消 減少

★セーフティネット住宅の登録促進【R3拡充】
区内のセーフティネット住宅は増加しているが、低廉な家賃の住宅登録が少ない状況にあるため、東京都宅地建物取
引業協会豊島区支部、全日本不動産協会豊島文京支部と意見交換会を実施した。今後、不動産会社への個別ヒアリ
ングを実施し、低廉な家賃の住宅登録の促進・普及が進まない課題の解決に努める。
また、リーフレットを新規作成。区政連絡会を通じ、町会長へ情報発信を行った。
【令和3年度】
拡充：家賃低廉化補助　月額3万円/戸→月額4万円/戸

（参考）大東建託パートナーズ株式会社がグループで管理している物件のセーフティネット住宅登録を進めており、令和
3年2月4日に64棟447戸の登録を行った（全て登録住宅）ため、令和3年2月末時点で区内のセーフティネット住宅は計
526戸となった。

★としま居住支援バンクの登録促進
としま居住支援バンクの登録促進にあたっては、登録基準の緩和、居住支援団体による見守りなどを、セーフティネット
住宅の登録促進とあわせて、情報提供を行い、物件登録を積極的に図っていく。
【令和2年度】
としま居住支援バンク新規登録　1件
空き室オーナー向けセミナー「空き家、空き室を活かしてアナタも社会貢献を！」を開催（講演の一部をYoutubeで配信）

■福祉と連携した入居支援制度の検討状況
令和2年度は、居住支援に係る包括連携に関する協定を結んでいる居住支援法人 ホームネット株式会社が作成をした
「ハローライト（SIM内蔵LED電球）」について、福祉部局と情報共有を行った。現在、モデル実施を検討中。

（再掲）★居住支援法人との連携
令和3年1月、居住支援法人 特定非営利活動法人豊島子どもWAKUWAKUネットワークが開催したセミナー、「空き家を
利用して町中に『子ども部屋』を増やしませんか？」に住宅課も参加。大家やオーナー等に向け、豊島区における空き
家を活用した子育て支援について、講演を行った。
今後も引続き、居住支援サービスを提供する居住支援法人と区が積極的に連携することで、物件オーナーの不安を軽
減し、要配慮者が円滑に民間賃貸住宅に入居できるよう後押ししていく施策を検討していく。
【令和2年度】
居住支援法人主催セミナーに参加　1回 （特定非営利活動法人豊島子どもWAKUWAKUネットワーク主催）

現状値
R2年度

526戸
（R3年2月末時点）

2件
（R3年2月末時点）

4件
（R3年2月末時点）

70件
（R3年2月末時点）

■住宅確保要配慮者へのセーフティ
ネット住宅の登録促進のため、所有
者等に対する経済的支援を行う（家
賃低廉化補助：月額3万円、家賃債
務保証料補助：1万5千円、改修費補
助：上限200万円、少額短期保険料
補助：6千円）。

セーフティネット住宅
の家賃低廉化補助
件数

【拡充】

71戸

4件

70件

内容

■住宅確保要配慮者に対して、とし
ま居住支援バンクなどによる居住支
援活動を行う。

■宅地建物取引業協会豊島区支
部、全日本不動産協会豊島文京支
部と連携し、不動産店リストを作成。
相談者へ提供を行う。

参考
R元年度

今年度の
取り組みな
ど

区営住宅の定期使
用住宅のあり方の検
討状況

【検討中】

福祉と連携した入居
支援制度の検討状
況

【検討中】

活動指標
(事業実績)

項目

高齢者等入居支援
事業協力不動産店
の件数

セーフティネット住宅
の登録戸数（累計）

【拡充】

豊島区居住支援協
議会による入居支援
件数（累計）

基準値
H29年度

0戸

取組み
方針

基準値

成果
指標

住宅相談に来庁した区民のうち、住
宅問題が解消した区民の割合　【住
宅課】

9.3%
（H29年度）

最低居住面積水準未満世帯の割合
　　　　　　　　　【住宅・土地統計調査】

20.8%
（H25年）

３　住宅セーフティネット機能の充実による居住の安定

1.6%
（R3年2月末
時点）

19.1%
（H30年）

【住宅相談に来庁した区民のうち、
　住宅問題が解消した区民の数】
 （１）H29年度
 　　 相談件数：738件
  　　利用件数：69件
 （２）R3年2月末時点
  　　相談件数：1,548件
 　　 利用件数：24件

参考
H30年度

1戸

0件

4件

70件

4件

70件
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住宅マスタープラン進行管理　分野別シート

【基本目標２】良質で長く住み継がれる住宅ストックの形成

向上

減少

38件
（R3年1月末時点）

367.0
ha

（R3年1月末時点）

★狭小敷地の発生抑制
地区計画や特定防災街区整備地区の指定により、敷地面積の最低限度の制限を定め、狭小敷地の発生を抑制してき
た。特に道路事業により建替えが活発な特定整備路線周辺では、良質な住環境の確保に一定の効果を示している。今
年度も引き続き、この制限を適用し、狭小敷地の発生の抑制を図る。
【令和2年度】
東池袋一丁目地区の土地の合理的かつ健全な高度利用を図るため、市街地再開発事業の都市計画決定に併せて地
区計画を指定し、敷地面積の最低限度の制限を定めた。

■中高層集合住宅建築物の建築に関する条例による居住環境の整備促進
「中高層集合住宅建築物の建築に関する条例」において、建築に関する基本的事項を定め、良質な集合住宅の確保、
良好な近隣関係の維持向上及び高齢社会の進展に対応した居住環境の整備を促す。
【令和2年度】
令和2年度に規則改正を行い、ゴミ収集日及び再生資源収集日に管理人を駐在させる旨を明記した。

1　良質な民間住宅の形成誘導

現状値
R2年度

45件
（R3年1月末時点）

33件

参考
R元年度

38件

30件

集計中

集計中

現状値

365.5
ha

今年度の
取り組みな
ど

活動指標
(事業実績)

項目

豊島区中高層集合
住宅建築物の建築
に関する条例による
事前協議件数

参考
H30年度

34件

27件

■一定規模以上（地階を除く階数3以
上で、かつ住戸数が15以上）の共同
住宅を建築するときに、住戸の専用
面積の最低限度（25㎡）を定めるほ
か、高齢者の居住に配慮した設備の
設置の配慮を求める。

内容
基準値
H29年度

344.2
ha

■狭小住戸集合住宅税により、狭小
住戸の新たな供給を抑制し、住宅の
ストックバランスの改善を図る（狭小
住戸を供給する建築主に対し、戸当
たり50万円の税を課す。30㎡未満住
戸を9戸以上供給する場合が課税対
象）。

37件

狭小住戸・敷地の発
生抑制の検討状況

■地区計画制度および特定防災街
区整備地区による敷地面積の最低
限度の制限を定めることにより、狭小
敷地の発生を抑制し、良好な市街地
環境の確保を図る。

346.5
ha

取組み
方針

基準値

成果
指標

住戸面積50㎡以上の住宅ストックの
割合
【住宅・土地統計調査】

46.0%
（H25年）

敷地面積65㎡以下の一戸建・長屋建
住宅の割合　　　【住宅・土地統計調
査】

58.7%
（H25年）
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住宅マスタープラン進行管理　分野別シート

【基本目標２】良質で長く住み継がれる住宅ストックの形成

現状値 （参考）

向上 向上

向上 向上

改定計画素
案を策定

26回

111棟
・郵便物未着
・管理組合用
の郵便受無し

11棟

延110名

31回

70棟
・管理者無し
・長期修繕
計画無し

9棟

22回

116棟
・管理規約無し
・長期修繕
計画無し

10棟

延77名

取組み
方針

基準値

成果
指標

マンション管理状況届出書の届出率
【住宅課】

67.8%
（H29年度）

25年以上の長期修繕計画を作成し
ているマンションの割合　　　　　【住宅
課】

37.9%
（H29年度）

２　適切な維持管理による住宅の質の持続

【マンション管理状況届出数】
  （１）H29年度：790/1,166件
  （２）R3年2月末時点：877/1,192件

【25年以上の長期修繕計画を作成
　しているマンション数】
  （１）H29年度：442/1,166件
  （２）R3年2月末時点：481/1,192件

73.5%
（R3年2月末時

点）

40.3%
（R3年2月末時

点）

今年度の
取り組みな
ど

マンション計画修繕
調査費助成件数

公営住宅等長寿命
化計画改定状況

活動指標
(事業実績)

マンション管理支援
チーム派遣棟数

マンション専門家派
遣回数

★マンション管理支援チーム派遣の実施
管理状況届出書が未届出である分譲マンション103棟を対象に、管理状況の把握及び届出促進のため、職員と専門家の個別
訪問により、管理組合・管理責任者等の連絡先の入手や届出の督促、外観・共用部・郵便受け等の目視点検を実施した。訪問
の際、管理責任者等に直接会えたマンションについては、管理状況のヒアリングや専門家からの助言、区のマンション施策に
関する事業紹介を行った。

★分譲マンション管理セミナー
令和2年度のマンションセミナーでは、建物の築年数が浅いうちから管理運営や管理不全予防の関心をもってもらうことと、新
規セミナー参加者の発掘を目的として、セミナーテーマを第1回、第2回ともに築年数が浅いマンション管理組合向けの設定とし
た。このような取組みにより、今後も、マンションの管理不全予防や適正管理について広く周知をしていく。
【令和2年度】
第1回セミナー参加者について：初参加13/26名、築15年以内11/22名
第2回セミナー参加者について：初参加 6/26名、築15年以内11/22名

★区営住宅等長寿命化計画改定
令和元年度に旧計画を見直し、国の「公営住宅等長寿命化計画策定指針」（H28年3月）に沿った改定計画素案を策定した。令
和2年度においては、財源や他の公共施設の改修計画などと照らし合わせて、全庁的な意思決定を図っていく。
【令和2年度】
財源の裏打ちのある計画とし、庁内での承認を図った。

■管理状況届出書の督促を実施
これまで管理状況届出書が未届出であった分譲マンションの管理組合に対し、管理状況を把握及び届出促進のため、セミナー
開催通知やチーム派遣実施通知の際、届出のお願いに関するチラシを同封し、届出の督促を実施した。
【令和2年度】
届出のお願いに関する督促実施回数：3回

素案を基に庁内での
承認を図った

現状値
R2年度

16回
（R3年2月末時点）

103棟
・都条例未届
・郵便物未着
・旧耐震

6棟
（R3年2月末時点）

延48名

■国の「公営住宅等長寿命化計画策
定指針」（H28年8月）に沿った計画と
することで、交付金を確保し、区営住
宅等の長寿命化等を進めていくた
め、旧計画の改定を行う。

■マンションの適正な維持管理を推
進するため、大規模修繕を計画的に
実施するために行う調査費用の一部
（1/2　上限20万）を助成する。

参考
R元年度

延68名

内容

■マンションの良好な維持管理の推
進を目的に、管理組合に対し専門家
を派遣し、管理の適正化のための助
言、指導、情報提供を行う。

■マンションが抱える問題の解決及
び、管理組合自身の管理運営能力を
高める目的で、職員と専門家で構成
したアドバイザーチームで訪問を行
う。

■第１回「管理不全予防のために～
築年数経過で取り組むべき重要なこ
と～」
■第２回「なにから始めたらいいの？
～大規模修繕～」

マンション管理セミ
ナー開催状況（回
数、人数、テーマな
ど）

項目
基準値
H29年度

参考
H30年度
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住宅マスタープラン進行管理　分野別シート

【基本目標２】良質で長く住み継がれる住宅ストックの形成

現状値

向上 向上

■長期優良住宅の普及の促進
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」において、長期にわたり良好な状態で使用されることが住生活の向上及
び環境への負荷の低減を図り、構造及び設備等についてそのような措置が講じられた優良な住宅の普及を促進する。

（再掲）★セーフティネット住宅の登録促進【R3拡充】
区内のセーフティネット住宅は増加しているが、低廉な家賃の住宅登録が少ない状況にあるため、東京都宅地建物取
引業協会豊島区支部、全日本不動産協会豊島文京支部と意見交換会を実施した。今後、不動産会社への個別ヒアリ
ングを実施し、低廉な家賃の住宅登録の促進・普及が進まない課題の解決に努める。
また、リーフレットを新規作成。区政連絡会を通じ、町会長へ情報発信を行った。
【令和3年度】
拡充：家賃低廉化補助　月額3万円/戸→月額4万円/戸

（参考）大東建託パートナーズ株式会社がグループで管理している物件のセーフティネット住宅登録を進めており、令和
3年2月4日に64棟447戸の登録を行った（全て登録住宅）ため、令和3年2月末時点で区内のセーフティネット住宅は計
526戸となった。

３　住宅市場の活性化

今年度の
取り組み
など

【再掲】セーフティ
ネット住宅の登録戸
数（累計）

【拡充】

活動指標
(事業実績)

項目

長期優良住宅認定
件数

参考
H30年度

86件

1戸

参考
R元年度

77件

71戸

■長期優良住宅の普及の促進に関
する法律により、申請に基づき、長期
に渡り良好な状態で使用できる住宅
を認定する。

■住宅確保要配慮者へのセーフティ
ネット住宅の登録促進のため、所有
者等に対する経済的支援を行う（家
賃低廉化：月額1万5千円、家賃債務
保証：1万5千円）。

基準値
H29年度

内容

取組み
方針

基準値

成果
指標

住宅取得における中古住宅購入の
割合
【住宅・土地統計調査】

15.9%
（H25年）

23.2%
（H30年）

現状値
R2年度

52件
（R3年1月末時点）

526戸
（R3年2月末時点）

75件

0戸
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住宅マスタープラン進行管理　分野別シート

【基本目標２】良質で長く住み継がれる住宅ストックの形成

現状値

減少 減少

今年度の
取り組みな
ど

家族的な住まい方
の認定件数

地域貢献型空き家
利活用事業件数

活動指標
(事業実績)

区条例1件
特措法0件

★地域貢献型空き家利活用事業の推進
令和元年度、戸建て空き家を、地域貢献に資するために改修する場合の補助制度を創設し、2件の事業化に至った。
令和2年度は更なる事業の推進を目指し、広報としま特集版11月号に事業概要、オーナーや活用事業者のインタ
ビュー記事を掲載し、普及啓発に努めた。
【令和2年度】
1件事業化。4月よりコミュニティカフェとして、事業開始予定。

★住まいの終活相談サービス
令和2年1月、戸建て住宅に高齢単身で住む、いわゆる「空き家予備軍」に対して、「空家活用条例」に基づき、相談や
施策の周知を図り、空き家発生を抑制していく「住まいの就活相談サービス」を開始した。令和2年度は、作成した「住ま
いの終活相談サービス」のチラシを区政連絡会を通じ、町会長へ情報発信を行った。
【令和2年度】
区政連絡会を通じ、町会長へ情報発信。
相談数　1件

★空き家活用登録の促進
空家活用条例の普及、セーフティネット住宅・としま居住支援バンクなどの登録促進を目的に、パンフレットを作成し、
区有施設で配布を行っているほか、支援内容を記載したポスターを作成し、四半期に一度、区有掲示板で周知を図っ
ている。また、空き家オーナーの掘り起こしや空き家活用に対する意識醸成のため、空き家セミナーを開催している。
加えて、令和2年度は、空き家対策ハンドブックの改定をし、新たに活用事例、活用者のインタビューを掲載し、空き家
活用をより身近に感じてもらえる内容へと変更を行った。
【令和2年度】
広報掲示板掲載　年間を通じて延べ400箇所に掲載
空き家セミナー開催　5回
空き家対策ハンドブック改訂

★家族的な住まい方などのシェア居住の普及促進
家族的住まい方などのシェア居住の普及の一環で、令和元年度、共同居住用住宅への改修費の一部に対しての補助
制度（上限150万円）を創設。更なる普及促進のため、令和3年3月に改訂した空き家対策ハンドブックに活用事例を掲
載。
【令和2年度】
共同居住型住宅改修補助金交付　1件

2件

参考
H30年度

4件

現状値
R2年度

1件
（R3年2月末時点）

取組み
方針

基準値

成果
指標

空き家率（居住世帯のない住宅の
割合）
【住宅・土地統計調査】

15.8%
（H25年）

13.3%
（H30年）

４　空き家ストックの総合対策

0件
（R3年2月末時点）

区条例1件
特措法1件

（R3年1月末時点）

0件
（R3年2月末時点）

項目

空き家の登録件数

空き家の除却件数

内容

■豊島区空家活用条例に基づき、
登録された空き家に対しワンストッ
プで活用までの相談を請け負う。

■「空家等対策の推進に関する特
別措置法」、「豊島区建物等の適
正な維持管理を推進する条例」に
基づき、管理不全な建物などに指
導・助言を行うとともに、除却費の
助成を行う。

■空き家の活用促進や多様な住
まい方の普及のため、家族的な住
まい方によるシェア居住の普及を
図る。

■空き家の活用促進のため、空き
家所有者と地域貢献団体のマッチ
ング及び、改修費の一部に対して
補助（上限200万円）を行う。

基準値
H29年度

参考
R元年度

6件

区条例12件
特措法5件

0件

区条例2件
特措法3件

0件
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住宅マスタープラン進行管理　分野別シート

【基本目標３】愛着と誇りが持てる住宅・住環境の創出

現状値

向上 向上

向上 向上

現状値
R2年度

0件
（R3年1月末時点）

木造4件
非木造0件
マンション0件
（R3年1月末時点）

木造2件
マンション0件
（R3年1月末時点）

項目

木造10件
非木造0件
マンション

5件

内容
基準値
H29年度

１　安全・安心な住宅・住環境の形成

活動指標
(事業実績)

1件

木造3件
マンション

0件

0件0件

木造4件
マンション

0件

木造3件
非木造0件
マンション

2件

木造3件
マンション

0件

取組み
方針

基準値

成果
指標

不燃領域率
【地域まちづくり課】

62.6%
（H29年度）

住宅の耐震化率
【建築課】

89.0%
（H29年度）

今年度の
取り組みな
ど

居住環境総合整備
事業区域での共同
建替件数

耐震診断助成件数

耐震改修補助件数

■既存住宅の質の向上のため、木
造・非木造住宅、分譲マンションを対
象に、耐震診断に係る費用の一部を
補助する。

■既存住宅の質の向上のため、木
造・分譲マンションを対象に、耐震改
修に係る費用の一部を補助する。

■区域内での防災性の向上や居住
環境の改善のため、共同建替等に係
る費用の一部を補助する。

■安全・安心な住宅・住環境の形成
密集市街地の解消と不燃化促進による安全・安心なまちづくりを実現するため、まちづくり協議会や共同化によるまちづ
くりなど、様々な活動支援や実施を通じて防災まちづくりの機運を高めている。また、不燃化特区制度等の周知を通じ、
利用の促進を図っている。

■既存住宅ストックの耐震化
既存の住宅ストックの耐震性の向上を図るため、耐震関係の補助制度の周知をし、助成を促進する。
令和2年度では、木造住宅の耐震助成制度の周知活動のため、広報としま掲載や、チラシを作成し区政連絡会での広
報活動及びチラシ配布、高齢者総合相談センター8ヶ所にチラシ設置依頼を実施した。

■既存住宅の流通促進
既存住宅に関する情報提供と市場の活性化を図るため、引き続き、国や東京都が作成したリーフレットなどを窓口に置
くなど、「住宅診断（ホームインスペクション）」等の普及を図った。

63.7%
（R元年度）

90.0%
（R元年度）

参考
H30年度

木造6件
非木造0件
マンション

1件

参考
R元年度

9



住宅マスタープラン進行管理　分野別シート

【基本目標３】愛着と誇りが持てる住宅・住環境の創出

現状値 （参考）

向上 低下

向上 低下

66.2%
（R3年2月末時

点）

125件
（R3年1月末時点）

121件 125件

参考
H30年度

116棟
・管理規約無し
・長期修繕
計画無し

参考
R元年度

70棟
・管理者無し
・長期修繕
計画無し

16.6%
（H30年）

103棟
・都条例未届
・郵便物未着
・旧耐震

【マンション管理状況届出書の届出を
している分譲マンションの町会加入数】
 （１）H29年度：569/790件
 （２）R3年2月末時点：581/877件

※「一定の省エネ対策を講じた住宅」と
は、全部又は一部の窓に二重サッシ又
は複層ガラス使用を講じた住宅

■地球環境の保全を目的に、CO2削
減に配慮した住宅用の新エネル
ギー・省エネルギー機器等を導入に
かかる費用の一部を補助する。

126件

111棟
・郵便物未着
・管理組合用
の郵便受無し

基準値
H29年度

現状値
R2年度

今年度の
取り組みな
ど

取組み
方針

基準値

成果
指標

マンション管理状況届出書の届出を
している分譲マンションの町会加入率
【住宅課】

72.0%
（H29年度）

一定の省エネ対策を講じた住宅ストッ
クの比率
【住宅・土地統計調査】

19.9%
（H25年）

エコ住宅普及促進事
業助成件数

内容

■マンションが抱える問題の解決及
び、管理組合自身の管理運営能力を
高める目的で、職員と専門家で構成
したアドバイザーチームで訪問を行
う。

２　魅力ある住宅・住環境の形成

★分譲マンション　町会加入等協議に関するお願いの実施について
町会加入促進による地域コミュニティの形成のため、令和3年1月、町会加入協議書未提出の分譲マンション管理組合569件に対
し、チラシ送付による町会加入等協議のお願いを実施した。

★豊島区マンション省エネガイドブックの改定
平成27年12月に発行した「豊島区マンション省エネガイドブック」を令和3年1月に改訂した。区民やマンション管理組合等へ周知
するため、区有施設への補完及びマンション管理セミナーでの配布を行った。
【令和2年度】
豊島区マンション省エネガイドブック改訂

★住まいの環境問題
環境配慮や温暖化問題について普及啓発・情報提供を行うことで、住まいの環境問題に対する区民の意識向上を図っていく。
【令和2年度】
豊島区の環境情報誌「エコのわ」で、建物の窓の外や壁面を植物で覆うことでエネルギー節約につながる「緑のカーテン」を紹介
した。

■エコ住宅普及促進
エコ住宅普及促進事業については、、前年度と同数の助成実績となった。（令和3年1月末現在）。補助対象機器の普及度合いに
応じて補助メニューの適宜見直しを図るとともに、区ホームページや広報により利用促進を引き続き行う。

（再掲）★マンション管理支援チーム派遣の実施
管理状況届出書が未届出である分譲マンション103棟を対象に、管理状況の把握及び届出促進のため、職員と専門家の個別訪
問により、管理組合・管理責任者等の連絡先の入手や届出の督促、外観・共用部・郵便受け等の目視点検を実施した。訪問の
際、管理責任者等に直接会えたマンションについては、管理状況のヒアリングや助言、区のマンション施策に関する事業紹介を実
施した。

活動指標
(事業実績)

項目

【再掲】マンション
管理支援チーム派
遣棟数

10



11 

参考資料 

■公的住宅等の供給目標 

施策種別 

計画 実績 

2019～2028 年度 

（10 年間） 

 令和元年～ 

令和 2年度実績 

（令和 3年 

2 月末時点） 

2019～2023 年度 

（前期 5年間） 

公営住宅 

区営住宅の募集数 130 戸 65 戸 18 戸 

福祉住宅の募集数 240 戸 120 戸 64 戸 

小計 370 戸 185 戸 82 戸 

民間住宅 

セーフティネット住宅

登録戸数 
100 戸 50 戸 526 戸 

としま居住支援バンク

登録戸数 
100 戸 50 戸 11 戸 

小計 200 戸 100 戸 537 戸 

高齢者世帯等住み替え

家賃助成件数 
230 件 115 件 31 件 

子育てファミリー世帯

家賃助成件数 
600 件 300 件 79 件 

小計 830 件 415 件 110 件 

■令和2年度公営住宅の募集実績 

施策種別 募集戸数 申込者数 倍率 

区営住宅 

2 人以上用 3 戸 50 名 16.7 

3 人以上用 5 戸 32 名 6.4 

若年ファミリー向け 

（定期利用）
2戸 6 名 3.0 

福祉住宅 

単身（高齢者） 25 戸 144 名 5.8 

世帯（高齢者） 3 戸 28 名 9.3 



豊島区の
住宅セーフティネット制度の現状と

来年度の方向性

報告 １

1



◆空き家数 約2.7万戸※

◆空き家率 13.3％（23区で最も高い数値）※

◆空き家の内訳 約9割が賃貸用※

◆単身高齢者のうち民営借家に住む割合 38.4％
（23区で最も高い数値）※

◆高齢者世帯、障害者世帯の入居に拒否感がある
賃貸人の割合 約7割＊

※…平成30年住宅・土地統計調査／総務省
＊…（公財）日本賃貸管理住宅協会による調査（平成27年12月）

2

豊島区の空き家等に係る現状



住宅セーフティネット制度の概要

（資料）国土交通省資料

○高齢者、障害者、子育て世帯等、住宅の確保に配慮が必要な方のために、
民間の空き家・空き室を活用して、住宅確保要配慮者の入居を拒まない
賃貸住宅の供給を促進することを目的とした制度

3



住宅セーフティネット制度が入居支援の対象とする
「住宅確保要配慮者」とは、
〇低額所得者（月額所得158,000円以下） 〇高齢者
〇障害者 〇子ども(高校生相当以下) を養育している者
〇外国人
などの住まい探しにお困りの方々

4

住宅確保要配慮者とは



セーフティネット住宅情報提供システムよる情報提供

セーフティネット住宅情報提供システム
【URL】
https://www.safetynet-jutaku.jp/guest/index.php

豊島区内のセーフティネット住宅の一覧（入居中・改修中は除く）はこちら⇒
5



セーフティネット制度登録住宅と専用住宅の関係・支援策

6

①住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅
【登録住宅】
②住宅確保要配慮者のみが入居可能な住宅
【専用住宅】

②専用住宅①登録住宅
（住宅確保要配慮者以外
の入居も可能）

【支援策】
60歳以上の単身世帯が新規入
居する場合、
 少額短期保険料補助

【支援策】
 に加え、
 家賃低廉化補助
家賃債務保証料低廉化補助
住宅改修費補助



セーフティネット住宅への4つの補助メニュー
①家賃低廉化補助 上限月額3万円
※専用住宅として、管理を開始してから10年間（最長20年間）

②家賃債務保証料低廉化補助 1万5千円（入居時のみ）

③住宅改修費補助 上限100万円（工事内容によっては上限200万円）
登録要件を満たすための住宅改修について、費用の一部を補助

④少額短期保険料補助 6千円
入居者の死亡に伴い、オーナーが被る損失を保証する少額短期保険の保険
料の一部を補助

7



住宅確保要配慮者、大家等に向けたリーフレットを新規作成
セーフティネット住宅制度普及のためのリーフレット

8



区内登録住宅・専用住宅の戸数推移

（資料）住宅課作成

1 70

521

0 1

5

0

100

200

300

400

500

600

H29 H30 R1 R3.2末

専用住宅戸数
登録住宅戸数

■区内登録住宅・専用住宅の戸数推移

9

71

526登録・専用
共に増加

【地域分布】
・西池袋 4戸
・高田 1戸



■下記事業者が全国の管理物件をセーフティネット登録住宅に登録し
ており、令和3年2月4日に豊島区内の物件を登録した。
○ 事業者名 大東建託パートナーズ株式会社
○ 区内登録戸数 64棟447戸
○ 受入可能な要配慮者 全ての要配慮者を対象とした登録住宅

（参考）大東建託グループ管理物件の
セーフティネット住宅登録

10



11

【R3拡充】家賃低廉化補助額の増額
だが、
【令和2年度実績(2月末時点)】
・専用住宅は5戸
・家賃低廉化補助件数は2件、その他の補助件数は0件

R3家賃低廉化補助増額
月額3万円/戸⇒月額4万円/戸

登録への動機付けを強め、登録戸数の増加を図る。



豊島区の家賃低廉化補助の対象

12

①住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅
【登録住宅】
②住宅確保要配慮者のみが入居可能な住宅
【専用住宅】

②専用住宅①登録住宅
（住宅確保要配慮者以外
の入居も可能）

低額所得者（月額所得158,000円以下）
が入居する②専用住宅に対して、
家賃低廉化補助を実施

②専用住宅 かつ
低額所得者が支払える家賃設定の住宅
の登録が増える

住宅確保要配慮者にとって、
より充実した居住支援に



地域貢献型空き家利活用事業による

空き家の活用事例について

報告２

1



戸建て住宅の空き家数は“594棟”

分類 棟 数 割合
空き家 594 2.1%
居住中 27,853 97.0%
調査不可 276 1.0%
合計 28,723 －

（資料）豊島区空き家等発生メカニズム分析調査 平成29年3月

■戸建て住宅の空き家率

2



将来、空き家が懸念される戸建て住宅は“5,570棟”

住宅に居住している世帯数 176,800世帯（100％）

（資料）平成30年 住宅・土地統計調査／総務省

65歳以上の世帯員
のいる世帯

49,880世帯（28.2％）
その他の世帯

126,920世帯（71.8％）

単身
68,680世帯
（38.8％）

夫婦のみ
23,410世帯
（13.2％）

その他
34,830世帯
（19.8％）

その他
16,100世帯
（9.1％）

単身
21,900世帯
（12.4％）

夫婦のみ
11,880世帯
（6.7％）

持家

30,610世帯
（24.1％）

借家

84,140世帯
（66.3％）

12,320世帯
（56.3％） 9,060世帯

（76.3％）

3,610世帯
（22.4％）

9,580世帯
（43.7％）

2,760世帯
（23.2％）

12,490世帯
（77.6％）

65
歳
以
上
の
い
る
世
帯

その他所有関係不詳 12,170世帯（9.6%）

一戸建・長屋建
4,790世帯
（H25年）
↓

5,570世帯
（H30年）

その他所有関係不詳 60世帯（0.5%）

〈豊島区〉

空き家予備軍の増加 3



◆事業の内容
①戸建て空き家を地域貢献のために提供したいと考えるオーナーと、地域
貢献活動を展開したいNPO法人や社会福祉法人等の団体をマッチングする。
（オーナー自身が活動を行う場合も可）
②活動に必要な建物のリフォーム工事費等の2/3（上限200万円）を補助。

地域貢献型空き家利活用事業～概要～

◆事業の目的
地域交流の活性化、地域コミュニティの再生、地域まちづくりの推進等の
公益目的のために空き家活用を進めるとともに、空き家の解消を図る。

◆地域コミュニティの創生及び活性化

◆空き家の発生予防に向けた取り組み・備えの促進
◆戸建て空き家の発生予防効 果

4



地域貢献型空き家利活用事業～イメージ～

マッチング

地域貢献団体空き家所有者

◆地域貢献団体が空き家を活用する場合

■区が空き家所有者と地域貢献団体双方の希望・条件を照らし合わせてマッチングを行う。
■マッチング成立後は、空き家所有者と地域貢献団体で検討・協議し、事業化へ。

◆空き家所有者が事業を実施する場合

■空き家所有者と区で検討・協議をし、事業化へ。

豊島区

5

豊島区

空き家所有者

◆高齢者の健康サポートやコミュニティデイサービス など

◆多世代交流が生まれる地域に開かれたコミュニティカフェ
◆子育てママたちを支援するふれあい・交流スペース

公益目的の
ための空き家
活用例



◆物件概要
・所在地  豊島区北大塚3丁目
・用 途  住宅
・建築年  平成6年（築26年）
・建物規模 地上1階
・構 造  木造

地域貢献型空き家利活用事業実績～物件概要～

6



■改修費及び耐震補強費用は、所有者が全額負担
■同一建物内に民泊施設を併設

◆事業スキーム
地域貢献型空き家利活用事業実績～事業スキーム～

豊島区

①事業計画について助言
②改修費補助

7

空き家利活用に
ついて相談

空き家所有者 兼 事業主

地域貢献のために活用したい
けど、どうしたらいいのかなぁ



◆本と庭で人をつなげるコミュニティカフェ
・地域の中にくつろげる場所を提供し、人々が交流できる環境を創出。
・開放的な庭を提供することで、都心の住宅街でも、四季や自然を感じることができる。
・月に1回ずつ、こどもおとな食堂や、ブックトークなども今後検討。

地域貢献型空き家利活用事業実績～改修後～

8



地域貢献型空き家利活用事業実績～写真～
【改修前】 【改修後】

9



(参考)地域貢献型空き家利活用事業～広報としま掲載～

10



1

「東京におけるマンションの適正管理の促進に関する条例」
に基づく管理状況届出制度の現状について

報告３



管理状況届出制度の概要

2

◆経緯
東京都は、平成31年3月に、マンションの管理不全を予防し、適正な管

理を促進すること等により、良質なマンションストックの形成等を図り、
都民生活の安定向上及び市街地環境の向上に寄与するため「東京における
マンションの適正な管理の促進に関する条例」を制定。この条例において、
対象となるマンションは、管理状況に関する事項の届出を義務化。

◆管理状況届出
届出対象 昭和58年以前に新築された6戸以上のマンション
届出項目 運営体制の整備、規約の設定、総会の開催、管理費及び修

繕積立金の設定、修繕の計画的な実施等に関する項目

◆豊島区マンション管理推進条例との関係
管理組合による届出の二重化を避けるため、都制度の対象となるマン

ションが区制度の対象外となるよう、区条例を改正し、令和2年4月より、
区制度の管理状況届出項目を都制度の管理状況届出項目に改め、届出制度
の一体化を図った。



届出促進のための取組み

3

3月 東京都により、都条例対象マンションへ届出に関する通知発送

都条例に基づく管理状況届出制度受付開始

広報としま、ホームページ、チラシ、パンフレットを活用した「管理状況届
出制度」の周知開始

6月
マンション管理業協会との連携により、同協会ホームページへの届出制度記
事の掲載やメールマガジン配信による周知を実施

9月 マンションセミナー開催通知に、届出のお願いを同封

10月 マンションセミナー開催時に、届出制度の説明と届出のお願いを実施

1月 マンションセミナー開催通知に、届出のお願いを同封

チーム派遣の実施通知に、届出のお願いを同封

チーム派遣実施時、管理組合や管理会社へ届出制度の説明と届出のお願いを
実施

4月

2月

令和2年

令和3年



届出状況（令和3年2月末時点）

4

届出済

未届

未届

区条例届出対象

265件

231件

153件

4件

都条例届出率 35.5％（231/649件）

▲1964（昭和39年） ▲1983（昭和58年） ▲現在

都条例対象マンション649件
※区が把握しきれていないマンション含む
（東京都精査中）

区条例届出対象

804件
※未届けマンション含む

区が把握しているマンション 1192件

※令和2年9月末時点 28.1％（183/649件）



住宅マスタープラン進行管理
のためのデータ集

参考資料

令和3年3月26日
豊島区 都市整備部 住宅課
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8.0 

9.1 9.2

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

8.5

9.0

9.5

10.0

H30年度
(n=1,616)

R元年度
(n=1,580)

R2年度
(n=1,871)

「地域に住み続けるための住宅制度が充実している」
に「どちらかというとそう思う」と回答する区民の割合

■「地域に住み続けるための住宅制度が充実している」に「どちらかというとそう思う」と回答する区民の割合の推移

（資料）協働のまちづくりに関する区民意識調査

2

（％）

(参考）R2年度 その他の回答割合について
（１）どちらとも言えない：62.6%
（２）どちらかというとそう思わない：28.2％



ファミリー世帯の構成割合

27 28 29 30 R1
※（ ）内は総世帯数 171,610 175,018 177,671 179,880 180,595
その他世帯 4,138 4,063 3,748 3,586 3,463
夫婦のみ世帯 22,547 22,671 22,850 22,972 23,222
ファミリー世帯 34,946 35,130 35,388 35,562 35,581
単身世帯 109,979 113,154 115,685 117,760 118,329
ファミリー世帯が総世帯に占める割合 20.4 20.1 19.9 19.8 19.7

34,946 35,130 35,388 35,562 35,581 

20.4％ 20.1％ 19.9％ 19.8％
19.7

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

■ファミリー世帯の世帯数及び構成割合の推移

（資料）住宅課作成

（世帯数）

（割合）
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（参考）世帯の構成割合等【国勢調査】
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子育て世代の区内定住率

■子育て世代の区内定住率の推移

※「3 歳児健診対象者(a)」を3 年前の「妊娠届数(b)」で割った値(a/b)を算出し、これを妊娠届提出後に3 歳
児健診まで区内に定着していた人の割合とみなしている。

（資料）としま政策データブック2020

64.6 

68.8 

70.0 

68.0 

70.3 

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度
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（参考）23区別 定住率

26.0 
22.1 

26.8 

33.3 
31.4 

38.8 38.7 

33.3 34.2 34.5 35.6 
32.9 33.3 
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※いま住んでいる所に20年以上（20歳未満は生まれてからずっと）住んでいる人の割合
（資料）平成27年 国勢調査／総務省

（定住率）
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高齢者のための設備がある住宅の割合

42,060  
66%

21,390  
34%

高齢者のための設備あり
高齢者のための設備なし

27,970  
28%

71,990  
72%

高齢者のための設備あり
高齢者のための設備なし

70,730  
40%

93,840 
53%

12,230  
7%

高齢者のための設備あり
高齢者のための設備なし
不詳

46,940  
73%

17,400  
27%

持ち家

22,800  
27%

60,870  
73%

借家

71,060  
44%

79,010  
49%

11,520 
7%

全体

■高齢者のための設備がある(※)住宅の割合（豊島区所有関係別の推移）
※「手すりがある」、「またぎやすい高さの浴槽」、「廊下などが車いすで通行可能な幅」、「段差のない屋内」、「道路から玄関まで車いすで通行
可能」いずれかの設備がある住宅

H25

H30

H25

H30

H25

H30

（資料）平成30年住宅・土地統計調査／総務省
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高齢者のための設備がある住宅の割合

50.9%

46.4%45.1%

60.1%

64.3%

56.3%

39.5%

47.5%

51.7%
48.5%

60.4%
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41.1%
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■高齢者のための設備がある住宅の割合（全国・東京都・特別区比較）

（資料）平成30年住宅・土地統計調査／総務省
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一定のバリアフリー化を行っている高齢者世帯の割合

42.5%43.0%

59.7%
58.0%

50.0%

43.1%42.9%
44.4%
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50.6%
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■一定のバリアフリー化を行っている高齢者世帯の割合（全国・東京都・特別区比較）

（資料）平成30年住宅・土地統計調査／総務省

一定

自立生活を前提に、「円滑・安全な移動」を可能とする基礎的水準と
して、「手すり設置（２箇所以上）」又は「段差のない屋内」を満たす住
宅。
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住宅相談に来庁した区民のうち、住宅問題が解消した区民の割合

1,140 
1,478 1,609 1,705 

2,562 2,407 

600

1,100

1,600

2,100

2,600

3,100

■窓口における住宅相談の件数の推移

高齢者
68%

障害者
7%

子育て

ファミリー
16%

その他
9%

■窓口における住宅相談者世帯構成

■住宅相談に来庁した区民のうち、住宅問題が解消した(※)区民の割合
※同行サービスの成約、取消しがあったもの

■相談事由

高額家賃の負担

 取り壊しによる立ち退き

 将来の不安（身体・経済的）

R元年度 R3年2月末時点

7.3％ 1.6％

（資料）住宅課作成 10

相談件数 1,548件
解消件数 24件

相談件数 1,607件
解消件数 118件
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■単身高齢者数の推移 ■民営借家に住む単身高齢・高齢夫婦世帯数の推移

4,450 4,720 

8,360 8,400 

750 
1,130 

1,560 
2,340 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

H15 H20 H25 H30

単身高齢者 高齢夫婦世帯

14.2%

21.1%
23.8%

25.6%
22.9%

29.4%

26.2% 26.6% 27.1%
25.9%

12.2%

26.3%

22.7%
25.5%

20.2%

25.6%

30.5%

24.3%

38.4%

22.7%

28.5%

24.4%
21.7%

23.1%

19.5%

23.8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

全

国

東

京

都

特

別

区

千

代

田

区

中

央

区

港

区

新

宿

区

文

京

区

台

東

区

墨

田

区

江

東

区

品

川

区

目

黒

区

大

田

区

世

田

谷

区

渋

谷

区

中

野

区

杉

並

区

豊

島

区

北

区

荒

川

区

板

橋

区

練

馬

区

足

立

区

葛

飾

区

江

戸

川

区

■単身高齢者のうち民営借家に住む割合（23区比較）

（資料）平成30年住宅・土地
統計調査／総務省

（資料）住宅・土地統計調査／総務省

（参考）民営借家に居住する単身高齢者の状況【豊島区】
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最低居住面積水準未満世帯の割合
■最低居住面積水準未満世帯数及び割合の推移

（資料）住宅・土地統計調査／総務省

H20 H25 H30
全体 28,540 33,530 33,690
持ち家 2,430 3,550 2,470

借家 26,000 29,950 31,220

最低居住面積水準未満の割合 20.2% 20.8% 19.1%
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最低居住面積水準未満世帯の割合
■最低居住面積水準未満世帯の割合（全国・東京都・特別区比較）
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（資料）平成30年住宅・土地統計調査／総務省 13
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(n=1,613)
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「単身向け、ファミリー向けなど、良質な住戸がバランスよく供給
されている」に「どちらかというとそう思う」と回答する区民の割合

■「単身向け、ファミリー向けなど、良質な住戸がバランスよく供給されている」に
「どちらかというとそう思う」と回答する区民の割合の推移

（資料）協働のまちづくりに関する区民意識調査

14

（％）

(参考）R2年度 その他の回答割合について
（１）どちらとも言えない：57.5%
（２）どちらかというとそう思わない：28.9％



住戸面積50㎡以上の住宅ストックの割合

集計後、作成予定
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敷地面積65㎡以下の一戸建・長屋建住宅の割合

集計後、作成予定
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マンション管理状況届出書の届出率

1,117 1,140 1,148 1,166 1,168 1,189 1,192 
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60.8%
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分譲マンション棟数 届出件数 届出率

■分譲マンション棟数 届出率

墨田区 51.2％（H29年4月施行） 板橋区 51.9％（H30年7月施行）
●参考 届出率 （資料）住宅課作成
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25年以上の長期修繕計画を作成しているマンションの割合

（資料）平成30年度マンション総合調査／国土交通省

（参考）長期中前計画の作成状況【全国】

■25年以上の長期修繕計画を作成しているマンションの割合

■長期修繕計画の作成
■計画期間25年以上の長期修繕計画に基づき

修繕積立金の額を設定している割合

（資料）住宅課作成
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住宅取得における中古住宅購入の割合

H20 H25 H30
中古住宅を購入 10,230 10,540 14,990
中古住宅購入の割合 20.6% 15.9% 23.2%

10,230 10,540 
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■住宅取得における中古購入の割合の推移

（資料）住宅・土地統計調査／総務省
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住宅取得における中古住宅購入の割合
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空き家率

（資料）住宅・土地統計調査／総務省

住宅総数・空き家数 空き家率

138,830 137,420 151,010 152,190 156,390 168,250 
192,660 206,360 

13,800 14,290 19,790 22,500 20,120 21,680 
30,370 27,350 

9.9% 10.4%
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住宅総数 空き家数 空き家率

◆空き家数
約3万戸→約2.7万戸
◆空き家率
15.8％→13.3％

賃貸用住宅
89.0%

売却用住宅
3.4%

その他の住宅
6.9%

二次的住宅
0.7%

◆空き家の内訳
約8割が賃貸用
→約9割が賃貸用

空き家総数
27,350戸
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空き家率（空き家の種類）

5,300 
19.4%

22,050 
80.6%

空き家総数
腐朽・破損あり

腐朽・破損なし

4,280
17.6%

20,060
82.4%

賃貸用の住宅

腐朽・破損あり

腐朽・破損なし

920
48.2%990

51.8%

戸建て住宅など

（その他の住宅）

腐朽・破損あり

腐朽・破損なし

■空き家の種類別腐朽・破損の有無

合計27,350

合計1,900合計24,330

（資料）平成30年住宅・土地統計調査／総務省
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（資料）平成30年住宅・土地統計調査／総務省

空き家率（23区別）
空き家率は15.8％が13.3％に、
依然として、23区で最も高い状況

全 国 13.5％→13.6％（0.1ポイント増）
東京都 11.1％→10.6％（0.5ポイント減）
特別区 11.3％→10.4％（0.9ポイント減）

●参考 空き家率

空き家率
空き家数
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「地域特性に合わせたまちづくりが進み、快適な街並みが生まれ
ている」に「どちらかというとそう思う」と回答する区民の割合

■「地域特性に合わせたまちづくりが進み、快適な街並みが生まれている」 に
「どちらかというとそう思う」と回答する区民の割合の推移

（資料）協働のまちづくりに関する区民意識調査
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H30年度
(n=1,645)

R元年度
(n=1,608)

R2年度
(n=1,901)

(参考）R2年度 その他の回答割合について
（１）どちらとも言えない：50.1%
（２）どちらかというとそう思わない：15.1％



不燃領域率
■不燃化領域率の推移

（資料）としま政策データブック2020

60.7 

61.3 

62.6 

63.0 

63.7 

59.0

59.5

60.0

60.5

61.0

61.5

62.0

62.5

63.0

63.5

64.0

27 28 29 30 R1

不燃領域率（％）

（年度）

市街地の「燃えにくさ」を表す指標。建築物の不燃化は道路・公園などの空き地の状
況から算出し、不燃領域が７０％を超えると市街地の消失率はほぼ０となる。

27



住宅の耐震化率
■住宅の耐震化率の推移

17 17 17 18 19
15 15 15 16 17

88.0%
89.0% 89.0% 90.0% 90.0%
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85.0%

90.0%
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100.0%
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165,300 167,400 169,100 179,180 185,060

住宅の耐震化率の推移
全戸数

耐震性有（戸数）

耐震化率

R1

※①平成25年度住宅・土地統計調査を基に、住宅数を推計して算出。
※② 耐震化の推計方法については、東京都の耐震化率の推計方法に準拠。

27 28 29 30

（資料）としま政策データブック2020
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地区 町会数 世帯数 加入世帯 加入率

第１地区 17 20,523 11,908 58.0%

第２地区 18 26,412 9,902 37.5%

第３地区 16 20,281 10,038 49.5%

第４地区 13 14,157 4,820 34.0%

第５地区 11 13,245 7,119 53.7%

第６地区 9 17,871 6,757 37.8%

第７地区 5 8,671 4,331 49.9%

第８地区 7 12,830 6,149 47.9%

第９地区 7 11,655 4,533 38.9%

第１０地区 6 10,201 5,614 55.0%

第１１地区 8 10,946 4,809 43.9%

第１２地区 12 13,232 7,531 56.9%

合計 129 180,024 83,511 46.4%

分譲マンションの町会加入率

（資料）としま政策データブック2020

（参考）区内町会加入状況

■分譲マンション町会加入率の推移

（資料）住宅課作成
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一定の省エネ対策を講じた住宅ストックの比率
■一定の省エネ対策を講じた(※)住宅ストックの比率の推移

H20 H25 H30
省エネ対策を講じた住宅 17480 32120 29320
比率 12.4% 19.9% 16.6%
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（資料）住宅・土地統計調査／総務省

■一定の省エネ対策を講じた住宅ストックの比率の推移（持ち家・借家別）

※全部又は一部の窓に二重サッシ
又は複層ガラスを講じた住宅
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一定の省エネ対策を講じた住宅ストックの比率
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■一定の省エネ対策を講じた住宅ストックの比率の推移（全国・東京都・特別区比較）
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参考資料 

【豊島区】住宅相談業務の保健福祉部への移管について 

■移管年月日 
 令和 3年 4月 1日 

■保健福祉部（自立促進担当課長）へ移管する業務

【高齢者等入居支援事業】 

◆住宅情報の提供（協力不動産店リストの提供） 

◆賃貸保証機構による「同行サービス」の案内 

◆居住支援法人によるサポートの案内 

◆身元保証代替制度の利用助成 

◆安心住まい提供事業の案内・相談・あっせん 

【公営住宅等の募集に関する業務】 

◆都営住宅の募集案内・相談 

◆区営住宅の募集案内・相談（空き家登録者募集） 

◆福祉住宅の募集案内・相談（空き家登録者募集） 

◆区民住宅の募集案内・相談（空き家発生しだい募集） 

◆都民住宅の募集案内 

【住み替え家賃の助成に関する業務】 

◆高齢者世帯等住み替え家賃助成 

◆子育てファミリー世帯への家賃助成 

【住宅修繕・リフォーム資金助成に関する業務】 

◆住宅修繕・リフォーム資金助成 

【住宅・不動産相談】 

◆「住宅相談員」による相談（住宅・不動産相談の運営） 

【その他】 

◆高優賃等の家賃助成に関すること 

■住宅課で引き続き行う関連業務 

◆安心住まい提供事業の住宅確保、維持管理に関すること 

◆区営住宅等の供給、維持管理、入居者対応に関すること 

◆高齢者向け優良賃貸住宅、サービス付き高齢者向け住宅の供給に関すること 

※「住宅セーフティネット制度」「居住支援協議会」に係る業務については、両部

で連携しながら推進する。

■業務推進体制（住宅相談業務移管分）

◇係長１、会計年度任用職員３（住宅確保相談員） ※移管に伴う増減なし 



参考資料 

良質な民間ストックの供給促進について 

■予算特別委員会における議論 

◆住宅ストックの是正について、ワンルームマンション税に一定の抑止効果が

あることは理解するが、一定規模以上のマンション建築の際にファミリータ

イプの附置義務を課すなど、さらに踏み込んだ対応が必要ではないか。

■住宅ストックバランスに関する住宅マスタープランにおける記載 

基本目標２ 良質で長く住み継がれる住宅ストック*の形成

１ 良質な民間住宅の形成誘導

１－１ 良質な民間ストックの供給促進

（１） 良質な集合住宅の供給誘導

●「豊島区中高層集合住宅建築物の建築に関する条例*」に基づき一定規模以上の

集合住宅について、高齢者の居住に配慮した設備の設置や管理人室の設置などを

促進します。

（２） 狭小住戸・敷地の発生抑制

●「狭小住戸集合住宅税*」により、狭小な住戸から構成される共同住宅の建設を

抑制し、住宅ストック*バランスの回復を図ります。

●敷地の細分化*による狭小戸建ての建設を抑制するため、敷地規制のあり方につい

て検討します。

※マスタープランの進行管理において、 

「住戸面積 50 ㎡以上の住宅ストックの割合」を成果指標としている。

■ファミリータイプの附置義務について（23 区の状況） 

 条例により定めている…17区、要綱により定めている…4区  計 21区

【今後の取り組み】 

「住戸面積 50㎡以上の住宅ストックの割合」をさらに増やしていく手段の
充実を図っていく。何らかの規制や誘導策を検討するため、庁内に会議体を設

置し推進していく。



参考資料 

区営住宅等の長寿命化について 

１．区営住宅の長寿命化に関するマスタープランの記載

区営住宅の長寿命化を図るため、長期的な視点に立って「豊島区公営住宅等長寿命化計画」

を見直し、従来の対処療法的な維持管理に留まらず、予防保全的な改善や修繕を積極的に行

います。 

２．公的住宅の供給に関する考え方

住宅マスタープランにおける今後の公的住宅の供給については、効果的な管理運営、長寿

命化などを含めた総合的な取り組みを行うことにより、区営住宅 221 戸、福祉住宅 253 戸の

戸数を維持していくとともに、区営住宅などの建て替えの際には供給戸数の増を図っていく。 

３．当面の取り組み

竣工年度が古い住宅の改修計画について、大規模改修の方法も含め検討を進めている。 

  特に、千早四丁目アパートについては、大規模改修に備え現在 6 戸を空室としている状況

であるため、早急に取り組んでいく必要がある。 

４．豊島区における区営住宅等一覧（借上住宅を除く）

※ライブピア池袋本町と池袋本町第二つつじ苑は複合施設であるため敷地面積及び棟数は同一。 

※このほか、民間の共同住宅を借り上げ、福祉住宅として９住宅１３２戸を管理している。 

住宅
種別

活用制度 所在地
竣工
年度

管理
開始年

敷地
面積
（㎡）

棟数 戸数
住宅
構造

移管 1 千早四丁目アパート 千早4-32-13 1975 1993 1,629.81 2 30 RC3階

移管 2 千川二丁目アパート 千川2-5-14 1977 1992 1,621.67 1 15 RC3階

移管 3 要町三丁目アパート 要町3-7-8 1979 1992 1,756.02 1 15 RC3階

移管 4 高松三丁目アパート 高松3-5-5 1988 1998 1,617.86 1 9 RC3階

移管 5 上池袋二丁目アパート 上池袋2-25-9 1988 2003 3,663.49 1 30 RC5階

移管 6 高松三丁目第二アパート 高松3-12-8 1989 1998 1,856.18 2 15 RC3階

移管 7 高松三丁目第三アパート 高松3-8-17 1995 2000 1,331.28 1 17 RC3階

移管 8 長崎六丁目アパート 長崎6-3-3 1995 2002 2,068.12 2 18 RC3階

移管後建替 9 ライブピア長崎 長崎5-27-7 1996 1996 3,074.95 2 26 RC3階

移管 10 西巣鴨二丁目第二アパート 西巣鴨2-16-1 1999 2009 2,777.25 1 34 RC4階

移管後建替 11 ライブピア池袋本町
※ 池袋本町2-28-8 2010 2010 1,440.91 1 12 RC4階

15 221

公営建設 12 千川つつじ苑 千川2-9-10 1992 1992 2,018.03 1 30 RC3階

区単独建設 13 巣鴨つつじ苑 巣鴨4-15-11 1992 1992 595.42 1 13 RC3階

区単独建設 14 長崎つつじ苑 長崎6-34-10 1992 1993 1,035.65 1 30 RC5階

区単独建設 15 南長崎つつじ苑 南長崎1-14-9 1996 1996 882.17 1 25 RC4階

区単独建設 16 高田つつじ苑 高田1-2-12 1999 1999 390.85 1 10 RC3階

公営建設 17 池袋本町第二つつじ苑
※ 池袋本町2-28-8 2010 2010 1,440.91 - 13 RC4階

5 121

20 342区営住宅等
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